
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

九
〇

一
別
表
第
２
（
第
２

条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２

条
関
係
）

終
り
か
ら

九
四

四capare





caprae





一
〇
九

表
中
改
正

後
欄
中八
別
表
第
３
（
第
５

条
関
係
）

別
表
第
３
（
第
５



条
関
係
）

〃

表
中
改
正

前
欄
中七
別
表
第
３
（
第
４

条
関
係
）

別
表
第
３
（
第
４



条
関
係
）

令和年月日 金曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
九
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
七
丁
目
一
三
番
二
号
テ
ィ
ア

ラ
グ
レ
イ
ス
銀
座
タ
ワ
ー
七
階

株
式
会
社
笠
原
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

松
本

慶
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

名
古
屋
市
緑
区
大
高
町
字
川
添
三
五
番
地

ア
ケ
ボ
ノ
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

塩
﨑

信
明

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
株
券
を
発
行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た

日
の
翌
日
に
定
款
の
変
更
が
効
力
を
生
じ
、
同
日
に
株
券

は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

鹿
児
島
市
錦
江
町
九
番
二
五
号

パ
ス
テ
ム
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
留

久
隆

株
式
譲
渡
制
限
設
定
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取
得

に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る

方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
七
月
二
十
四
日
ま

で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
東
七
丁
目
一
七
番
地

小
部
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
部

将
臣

合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ

Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ

と
合
併
し
て
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当

社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和

七
年
八
月
一
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
西
一

一
〇

一
〇
若
葉

西
ビ
ル
八
Ｆ

株
式
会
社
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ

代
表
取
締
役

鎭
西

正
貴

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
成
嶋
梨

江
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
六
月
二
十
日

千
葉
県
柏
市
北
柏
三
丁
目
一
三
番
地
一
八

Ｍ
ｕ
ｒ
ａ
ｔ
ａ
＆
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｎ
ｙ

Ｌ
Ｌ
Ｃ

日
本
に
お
け
る
代
表
者

成
嶋

梨
江

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
雪
下
大

輔
、
ブ
レ
ン
ト
・
ハ
リ
ル
及
び
デ
レ
ク
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
が

退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
一
丁
目
八
番
一
一

号
日
本
橋
人
形
町
ス
ク
エ
ア
ビ
ル
四
階

M
A
R
C
U
S
E
V
A
N
S
JA
P
A
N
L
IM
IT
E
D

日
本
に
お
け
る
代
表
者

雪
下

大
輔

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
天
野
陽

子
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
六
月
二
十
日

東
京
都
港
区
芝
公
園
三
丁
目
四
番
三
〇
号

３
２
芝
公
園
ビ
ル
四
Ｆ

Ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ

Ｍ
ｅ
ｍ
ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｓ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
Ｌ
Ｌ
Ｃ

日
本
に
お
け
る
代
表
者

天
野

陽
子

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
文
禎
延

が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
五
丁
目
七
番
三
号
ア
ゼ
リ

ア
東
池
袋
四
〇
一

株
式
会
社
カ
プ
チ
ン

日
本
に
お
け
る
代
表
者

文

禎

延

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
二
千
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日

掲
載
頁

八
十
三
頁
（
号
外
第
九
十
号
）

令
和
七
年
六
月
二
十
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
六
番
一
一
号
土
志
田

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
三
Ｆ

特
定
目
的
会
社
Ｓ
Ｒ
Ｊ
２

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
千
万
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日

掲
載
頁

八
十
四
頁
（
号
外
第
九
十
号
）

令
和
七
年
六
月
二
十
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
六
番
一
一
号
土
志
田

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
三
Ｆ

Ｓ
Ｈ
Ｊ
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

確
定
給
付
企
業
年
金
の
清
算
公
告
（
第
二
回
）

当
社
の
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
五

月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
基
づ
き
終
了
し
ま
し
た

の
で
、
当
該
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す

る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載（
令
和
七
年
六
月
十
八
日
）

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間

内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
確
定
給
付
企
業
年
金
制
度

の
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

東
京
都
江
東
区
木
場
一
丁
目
五
番
一
号

第
一
電
子
工
業
株
式
会
社

確
定
給
付
企
業
年

金

清
算
人

小
堀

資
生

取
消
公
告

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
掲
載
の
当
社
の
優
先
資
本
金

の
額
の
減
少
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ａ
Ｐ

Ｊ
Ｎ
Ｍ
Ｔ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

取
消
公
告

令
和
七
年
五
月
二
日
（
号
外
第
一
〇
〇
号
）
掲
載
の
合

併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
合
併
公
告
の
み
を

取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

岡
山
市
北
区
西
古
松
西
町
八

一
七

（
甲
）
株
式
会
社
タ
イ
オ
ン
３
６
５

代
表
取
締
役

藤
井

大
温

兵
庫
県
西
宮
市
与
古
道
町
六
番
一
七
号

（
乙
）
兵
庫
リ
ハ
ビ
リ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
辺

洋
介

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
（
号
外
第
五
十
八
号
）
文
部

科
学
省
告
示
第
三
十
五
号
（
研
究
開
発
等
に
係
る
遺
伝
子

組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き

拡
散
防
止
措
置
等
を
定
め
る
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
認
定

宿
主
ベ
ク
タ
ー
系
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
十
三
日
（
号
外
第
一
三
一
号
）
掲
載
の

合
併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
に
お
い
て
次
の
と
お

り
訂
正
し
ま
す
。

株
式
会
社
ユ
ー
コ
ー
に
係
る
最
終
貸
借
対
照
表
中
、
資

本
準
備
金
の
金
額「

1
,0
0
0 」

と
あ
る
は「

9
5
0 」

の
誤
り

に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。
ま
た
、
資
本
準
備
金
下
部
に
そ
の

他
資
本
剰
余
金「

5
0 」

が
欠
落
し
て
い
た
た
め
追
加
し
て

訂
正
し
ま
す
。

株
式
会
社
Ｓ
Ｐ
Ｄ
に
係
る
第
三
期
決
算
公
告
中
、
資
本

準
備
金「

3
3
1 」

と
あ
る
は
そ
の
他
資
本
剰
余
金「

3
3
1 」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

福
岡
県
久
留
米
市
東
町
二
八
番
地
九

（
甲
）
株
式
会
社
ユ
ー
コ
ー

代
表
取
締
役

金
海

基
泰

福
岡
県
太
宰
府
市
大
佐
野
二
丁
目
一
五
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｓ
Ｐ
Ｄ

代
表
取
締
役

金
海

基
泰
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